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証券コード　8742

平成28年６月９日

株 主 各 位
東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目15番７号

代表取締役社長 細 金 成 光

第69回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第69回定時株主総会を下記により開催いたしますので、

ご出席くださいますようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権

行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月28日（火曜日）

午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 平成28年６月29日（水曜日）午前10時

２．場 所 東京都墨田区横網一丁目６番１号

ＫＦＣビル（３階　ＫＦＣ　Ｈａｌｌ　Ａｎｎｅｘ）

（国際ファッションセンター）

（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください｡ ）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第69期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連

結計算書類監査結果報告の件

２．第69期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計

算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の決定

の件

第７号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件

以　上
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　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。

　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が

生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://

www.kobayashiyoko.com/）に掲載させていただきます。

　本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、以下の事項につきましては、法

令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト

(http://www.kobayashiyoko.com/)に掲載しておりますので、本提供書面には記載

しておりません。

　①連結計算書類の連結注記表

　②計算書類の個別注記表

　なお、本招集ご通知の提供書面に記載しております連結計算書類及び計算書類

は、会計監査人及び監査役が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査をし

た連結計算書類及び計算書類の一部であります。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

（経済環境）

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府及び日銀の各種政策の効果

により、雇用・所得環境の改善が続くなど、景気は緩やかな回復基調が続

きました。しかしながら、中国を中心としたアジア新興国の経済成長の減

速や原油等の資源価格急落による資源国の景気下振れの影響が、わが国の

景気を下押しするリスクとして懸念され、依然として先行き不透明な状況

で推移しました。

（経営環境）

当社グループの主たる事業である投資・金融サービス業においては、ア

ジア新興国の景気減退懸念や原油等の資源価格の急落、各国中央銀行によ

る金融政策などの影響を受け、東京商品取引所におきましては、全体的に

ボラティリティの高い市場環境となりました。特にドバイ原油については、

平成28年２月８日に上場来最高の取引高76,109枚を記録するなど活況を呈

し、平成27年５月に上場しました東京ゴールドスポット100についても平成

28年２月の一日平均取引高が17,247枚と上場来最高を記録し、ドバイ原油

に次ぐ取引高となっております。その結果、国内商品取引所の総売買高は、

53,117千枚（前連結会計年度比15.4％増）と４期ぶりに増加しました。

生活・環境事業においては、環境意識の定着や電力コストの増加により

太陽光発電機やＬＥＤ照明の需要は依然高水準にあるものの、価格競争が

激しさを増し販売においては厳しい環境になりました。また、スポーツ施

設提供業においては、前半は、週末を中心に好天に恵まれ客足を伸ばしま

したが、後半は、周辺のゴルフ場との価格競争が激化するなど集客に苦戦

を強いられました。不動産業においては、外国人観光客数の増加やオリン

ピック需要などの影響で、都市圏のビジネスホテルやシティホテルを中心

に高稼働率に見舞われ、賃貸業を含め全体的に高水準で推移しております。
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（業績）

このような事業環境のもと、投資・金融サービス業においては、商品先

物取引業を専業としていた当社連結子会社の株式会社共和トラストが解散

したため、当社グループの受取手数料は1,086百万円（前連結会計年度比

26.5％減）となりました。また、自己ディーリング部門は、ボラティリテ

ィの高い市場環境の恩恵を受け、331百万円の売買益（同312.7％増）とな

っております。

生活・環境事業においては、生命保険・損害保険の募集業務に関しまし

ては、既存顧客へのサービス強化に努めたことにより、顧客単価を増加さ

せたため、募集手数料は124百万円（同37.8％増）となりました。これ以外

の太陽光発電機・ＬＥＤ照明等の売上高は、157百万円（同44.2％減）とな

り、映像コンテンツ配信業務の売上高37百万円（同12.2％減）に、当連結

会計年度より株式会社三新電業社及び看板資材株式会社を連結子会社化し

たことによる広告用電設資材卸売業の売上高590百万円などを加えた、売上

高は914百万円（同119.4％増）となっております。

スポーツ施設提供業においては、周辺のゴルフ場との価格競争のため、

来場者数は減少しましたが、料金システムの改定により客単価が上がり、

売上高は442百万円（同0.3％増）となっております。

不動産業においては、ビジネスホテル、マンション等の賃貸料収入によ

り賃貸部門は堅調に推移しております。一方、販売部門は中古区分マンシ

ョンや戸建用地など短期転売を目的とした仕入・販売を行った結果、売上

高は571百万円（同4.7％減）となり、その他の事業を含めた営業収益は

3,499百万円、営業総利益は2,217百万円となっております。

一方、営業費用は2,370百万円となり、経常損失109百万円（前連結会計

年度は経常損失179百万円）となりました。また、投資有価証券売却益124

百万円などの特別利益215百万円を計上しましたが、当社連結子会社株式会

社共和トラストの解散に伴う事業構造改善費用145百万円及び退職特別加

算金217百万円、当社連結子会社株式会社フジトミが計上した貸倒引当金繰

入208百万円などの特別損失620百万円を計上したため、親会社株主に帰属

する当期純損失は563百万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期

純利益171百万円）となりました。

なお、平成27年２月より連結子会社化しました株式会社三新電業社及び

看板資材株式会社の平成27年３月分を含めているため、当連結会計年度に

つきましては、両社の13ヶ月間（平成27年３月１日～平成28年３月31日）

を連結対象期間とした決算となっております。このため、対前年連結会計

年度比につきましては記載しておりません。
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セグメントの業績は、次のとおりであります。

ａ．投資・金融サービス業

　当連結会計年度の投資・金融サービス業の営業収益は1,417百万円（前

連結会計年度比9.1％減）、セグメント損失は36百万円（前連結会計年度

は58百万円のセグメント損失）となりました。

ｂ．生活・環境事業

　当連結会計年度の生活・環境事業の営業収益は914百万円（前連結会計

年度比119.4％増）、セグメント損失は33百万円（前連結会計年度は66百

万円のセグメント損失）となりました。

ｃ．スポーツ施設提供業

　当連結会計年度のスポーツ施設提供業の営業収益は442百万円（前連結

会計年度比0.3％増）、セグメント利益は15百万円（同41.3％減）となり

ました。

ｄ．不動産業

　当連結会計年度の不動産業の営業収益は571百万円（同4.7％減）、セ

グメント利益は249百万円（同37.8％増）となりました。

ｅ．その他

　当連結会計年度のインターネット広告業などの営業収益は153百万円

（同46.5％増）、セグメント利益は18百万円（同3.4％減）となりまし

た。

－ 5 －
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　　（営業収益の推移）

最近２事業年度における当社グループの営業収益及びその構成比は次の

とおりであります。
（単位：千円）

区 分

第　68　期

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

第　69　期

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

金 額 構成比 金 額 構成比

投 資 ・ 金 融 サ ー ビ ス 業 ％ ％

受

取

手

数

料

商 品 先 物 取 引 1,476,975 47.3 1,077,042 30.8

証 券 取 引 等 1,432 0.0 1,451 0.0

金融商品取引所証拠金取引 － － 7,619 0.2

小 計 1,478,407 47.3 1,086,112 31.0

売

買

損

益

商 品 先 物 取 引 80,251 2.6 331,328 9.5

金融商品取引トレーディング － － △106 △0.0

小 計 80,251 2.6 331,222 9.5

そ の 他（情 報 提 供 報 酬 等） 490 0.0 357 0.0

合 計 1,559,149 49.9 1,417,691 40.5

生 活 ・ 環 境 事 業

生命保険・損害保険の募集 90,346 2.9 124,527 3.5

太陽光発電機・LED照明等の販売事業 282,255 9.1 157,406 4.5

広告用電設資材卸売業 － － 590,346 16.9

映像コンテンツ配信業務 43,122 1.4 37,872 1.1

そ の 他 1,233 0.0 4,542 0.1

合 計 416,958 13.4 914,694 26.1

ス ポ ー ツ 施 設 提 供 業 441,212 14.1 442,658 12.7

不 動 産 業 599,674 19.2 571,579 16.3

そ の 他 の 事 業 104,622 3.4 153,316 4.4

合 計 3,121,617 100.0 3,499,940 100.0

（注）１．千円未満は、切り捨てて表示しております。
２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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②　設備投資の状況

該当事項はありません。

③　資金調達の状況

該当事項はありません。

④　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑤　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑥　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承

継の状況

　該当事項はありません。

⑦　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状

況

　平成27年７月１日付で当社子会社である株式会社三新電業社の株主割当

により発行した新株47千株を引受け、当社が保有する同社株式は、50千株

（100％出資）となっております。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分
第66期

（平成25年３月期）
第67期

（平成26年３月期）
第68期

（平成27年３月期）

第69期
(当連結会計年度)
（平成28年３月期）

営 業 収 益 3,053,371千円 3,078,376千円 3,121,617千円 3,499,940千円

親会社株主に帰属す
る当期純利益または
当期純損失（△）

△797,442千円 28,834千円 171,205千円 △563,637千円

１株当たり当期純利益または
１株当たり当期純損失（△）

△84円43銭 3円05銭 18円13銭 △59円68銭

総 資 産 14,581,488千円 14,714,801千円 15,678,875千円 13,882,682千円

純 資 産 10,909,746千円 10,699,024千円 10,888,661千円 10,024,667千円

１株当たり純資産 1,002円96銭 982円34銭 996円77銭 911円80銭

(注）１．千円未満及び銭未満は、切り捨てて表示しております。

２．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等の適用に
より、当連結会計年度より「当期純利益または当期純損失」の科目表示を「親会社株主
に帰属する当期純利益または当期純損失」に変更しております。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

株 式 会 社 フ ジ ト ミ 1,200 53.63

商品先物取引業
金融商品取引業
生命保険・損害保険の募集
太陽光発電機・ＬＥＤ照明等の販売事業
映像コンテンツ配信業務
不動産賃貸業、宅地建物取引業

株式会社日本ゴルフ倶楽部 90
100.00
(17.64)

ゴルフ場関連事業

株式会社小林洋行コミュニケーションズ 60 100.00
インターネット広告業
コンピュータハードウェア・ソフトウェアの販売

株 式 会 社 三 新 電 業 社 30 100.00
広告用電設資材総合卸売業
ＬＥＤ照明等の販売事業

看 板 資 材 株 式 会 社 0 100.00 電飾看板電気材料等のインターネット通信販売事業

（注）１．百万円未満は、切り捨てて表示しております。
２．当社の議決権比率は小数点第３位以下を切り捨てて表示しております。また（　）内

は、間接保有割合で内数であります。
３．当事業年度末日において特定完全子会社はありません。
４．平成27年７月１日付にて、株式会社三新電業社の株式割当により発行した新株式を追

加取得しております。それに伴い、同社は同日付で増資を行い、資本金を30百万円と
しております。

５．株式会社共和トラストは、平成27年９月30日に商品先物取引業を廃止、翌10月１日に
解散し、平成27年12月28日をもって清算結了しております。

６．株式会社フジトミは、平成27年11月に第一種金融商品取引業者の資格を取得し、平成
28年１月より東京金融取引所で上場している取引所為替証拠金取引（くりっく365）及
び取引所株価指数証拠金取引（くりっく株365）の取扱いを開始しました。

－ 8 －
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(4) 対処すべき課題

　当社グループが置かれている経営環境は、厳しい環境が続いていることか

ら、経営資源の最適な配分を図るために、グループ事業の選択・再構築を推

し進めております。このような状況のもと、対処すべき課題は、次のとおり

であります。

《投資・金融サービス業》

　当社グループの営業総利益のうち、投資・金融サービス業による営業収益

への依存度が高く、なかでも商品先物取引の受取手数料が最大の収入源とな

っていることから、顧客基盤の拡大が最優先課題となっております。同部門

においては、多様化するお客様一人ひとりのニーズに応じるため、幅広い資

産運用の提供ができるよう体制整備に力を入れてまいります。また、顧客層

を拡大するため、さまざまな情報提供の場を充実させ、顧客数や預り資産の

増加へと繋げてまいります。

《生活・環境事業》

　保険募集業務においては、協業体制を充実させ、最大限にシナジー効果を

発揮させることにより、顧客基盤の拡大に努めてまいります。また、太陽光

発電機・ＬＥＤ照明等の販売及び広告用電設資材卸売業については、2020年

の東京オリンピックに向け更なる需要が見込める分野と位置付け、積極的に

営業活動を行い、収益の拡大を目指してまいります。

《不動産業》

　不動産賃貸においては、当社グループの所有不動産を賃貸することで安定

した収益を確保してまいります。また不動産売買においては、更なる安定収

益の獲得を目的とした賃貸物件等を取得していくことに加え、慎重かつ収益

性を重視した仕入や販売を行いバランス良く投資してまいります。

《スポーツ施設提供業》

　当社所有のゴルフ場（ゴールデンクロスカントリークラブ）の来場者を増

やすため、設備の充実やサービスの拡充に取り組み、利用者の満足度向上に

努めてまいります。

　これらの既存事業以外にも、継続的に安定した収益が期待できる事業分野

に関しましては、新規参入を含めて検討してまいります。

　株主の皆様には、今後とも一層のご指導とご鞭撻をよろしくお願い申しあ

げます。

－ 9 －

対処すべき課題
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(5) 主要な事業内容（平成28年３月31日現在）

事 業 部 門 主 な 事 業 内 容

投 資 ・ 金 融 サ ー ビ ス 業
・商品先物取引業

・金融商品取引業

生 活 ・ 環 境 事 業

・生命保険、損害保険の募集

・太陽光発電機・ＬＥＤ照明等の販売事業

・映像コンテンツ配信業務

・広告用電設資材卸売業

ス ポ ー ツ 施 設 提 供 業 ・ゴルフ場関連事業

不 動 産 業
・不動産賃貸業

・宅地建物取引業

そ の 他
・インターネット広告業

・コンピュータハードウェア・ソフトウェアの販売

(6) 主要な営業所（平成28年３月31日現在）

①　当社

株 式 会 社 小 林 洋 行 本 社 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目15番７号

②　子会社

株 式 会 社 フ ジ ト ミ

本 社 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目15番５号

支 店 大阪支店

営 業 所 保険事業部福岡オフィス

株式会社日本ゴルフ倶楽部 本 社 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目15番５号

株式会社小林洋行コミュニケーションズ
本 社 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目15番７号

営 業 所 京都オフィス

株 式 会 社 三 新 電 業 社
本 社 東京都練馬区練馬三丁目21番11号

支 店 日本橋オフィス

看 板 資 材 株 式 会 社 本 社 東京都練馬区練馬三丁目21番11号

 (注) 株式会社フジトミは、本社保険事業部の出先事務所であった熊本営業所を平成28年４月1日

付で独立した営業所とし、また保険事業部福岡オフィスを改称して、それぞれ熊本営業所、

福岡営業所としております。

－ 10 －
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(7) 従業員の状況（平成28年３月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

事 業 部 門 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

投資・金融サービス業 73 （4）名 29名減（ 2名減）

生 活 ・ 環 境 事 業 25 （2） 1名増（ 2名減）

ス ポ ー ツ 施 設 提 供 業 10（35） 2名減（  －  ）

不 動 産 業 2 （0） 1名増（  －  ）

そ の 他 8 （2） 2名増（ 1名増）

全 社 （ 共 通 ） 18 （4） －　（　－　）

合 計 136（47） 27名減（ 3名減）

（注）１．従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託・派遣社員、臨時雇用は（　）内に年間
の平均人員を外数で記載しております。

２．全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部
門に所属しているものであります。

３．従業員数が前事業年度末に比較して27名減少しておりますが、主な理由は、連結子会
社であった株式会社共和トラストが平成27年10月１日付で解散したためであります。

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

5（3）名 2名減（1名増） 44.6歳 19.3年

（注）従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託・派遣社員、臨時雇用は（　）内に年間の平
均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成28年３月31日現在）

借　入　先 借　入　額

株式会社りそな銀行 162,600千円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

（訴訟）

　当社及び当社の連結子会社である株式会社フジトミが受託した商品先物取

引に関して６件の損害賠償請求事件が現在係争中であります。これは、当社

及び連結子会社１社の不法行為により損害を被ったとして、当社及び連結子

会社１社を被告として損害賠償請求を裁判所に提訴したものであり、損害賠

償請求額は、76,060千円であります。これに対して当社及び連結子会社１社

は、何ら不法行為は無かったことを主張しております。

　なお、結審に至るまでは相当期間を要するものと思われ、現時点では結果
を予想することは困難であります。

－ 11 －
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成28年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 27,000,000株

②　発行済株式の総数 10,094,644株

③　株主数 12,775名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 　株 　比 　率

株 式 会 社 東 京 洋 行 2,788千株 29.52％

株 式 会 社 り そ な 銀 行 463 4.90

共 和 証 券 株 式 会 社 312 3.30

内 藤 征 吾 291 3.08

細 金 英 光 283 3.00

細 金 成 光 282 2.99

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 248 2.62

細 　 金 　 千 恵 子 170 1.80

ﾊﾟｰｼﾝｸﾞ　ﾃﾞｨｳﾞｨｼﾞｮﾝ　ｵﾌﾞ　ﾄﾞﾅﾙﾄﾞｿﾝﾗﾌｷﾝ
ｱﾝﾄﾞ　ｼﾞｪﾝﾚｯﾄ　ｴｽｲｰｼｰ　ｺｰﾎﾟﾚｲｼｮﾝ

161 1.70

ﾄｳﾖｳ　ｾｷﾕﾘﾃｲｰｽﾞ　ｱｼﾞｱ　ﾘﾐﾃﾂﾄﾞ
ｱ ｶ ｳ ﾝ ﾄ 　 ﾌ ﾘ ｰ ﾎ ｰ ﾌ ﾟ

160 1.69

（注）１．持株数は千株未満を切り捨てて表示し、また、持株比率は小数点第３位以下を切り捨
てて表示しております。

２．当社は、自己株式を650,246株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま
す。

３．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

－ 12 －
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成28年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 細 金 成 光
株式会社小林洋行コミュニケーションズ代表取締役社長
株式会社三新電業社取締役会長
看板資材株式会社取締役

常 務 取 締 役 大 丸 直 樹
経営企画室長
株式会社三新電業社代表取締役社長
看板資材株式会社代表取締役社長

取 締 役 渡 辺 　 宏

業務部長
株式会社日本ゴルフ倶楽部取締役
株式会社三新電業社監査役
株式会社小林洋行コミュニケーションズ監査役

取 締 役 石 川 重 明
本間合同法律事務所弁護士
株式会社タムラ製作所社外取締役

常 勤 監 査 役 奥 田 啓 二

監 査 役 霞 　 信 彦
慶應義塾大学法学部教授
オーウイル株式会社社外監査役

監 査 役 加 藤 周 二
株式会社マコト取締役会長
保土谷化学工業株式会社社外取締役

（注）１．取締役石川重明氏は、社外取締役であります。
２．監査役霞　信彦氏及び加藤周二氏は、社外監査役であります。
３．当事業年度中の取締役の担当及び重要な兼職の異動は、次のとおりです。
　・取締役渡辺　宏氏は、平成27年６月19日付で株式会社小林洋行コミュニケーションズ

監査役に就任いたしました。また、平成27年10月23日付で株式会社日本ゴルフ倶楽部
取締役に就任いたしました。

４．当社は、石川重明氏、霞　信彦氏及び加藤周二氏を株式会社東京証券取引所の定めに
基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

②　事業年度中に退任した取締役

氏 名 退 任 日 退 任 事 由 退任時の地位・担当及び重要な兼職状況

山 下 英 樹 平成27年８月４日 辞任
取締役会長

株式会社日本ゴルフ倶楽部代表取締役社長

宮 崎 誠 二 平成27年６月26日 任期満了
常務取締役・業務部担当

株式会社日本ゴルフ倶楽部監査役

（注）山下英樹氏は、同日付で当社連結子会社である株式会社フジトミの社外取締役及び株式会
社共和トラストの代表取締役会長を辞任しております。

－ 13 －

会社役員の状況
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③　取締役及び監査役の報酬等

　　　当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

6名
(1)

56百万円
(4)

監 査 役
（ う  ち  社  外  監  査  役 ）

3
(2)

17
(8)

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

9
(3)

73
(12)

（注）１．上記には、平成27年６月26日開催の第68回定時株主総会終結時をもって任期満了によ
り退任した取締役１名及び平成27年８月４日付で辞任により退任した取締役１名を含
んでおります。

２．取締役の報酬限度額は、平成19年６月28日開催の第60回定時株主総会において年額360
百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

３．監査役の報酬限度額は、平成19年６月28日開催の第60回定時株主総会において年額36
百万円以内と決議いただいております。

④　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役石川重明氏は、本間合同法律事務所弁護士及び株式会社タムラ

製作所の社外取締役であります。当社と兼務先との間には特別の関係

はありません。

・監査役霞　信彦氏は、慶應義塾大学法学部教授及びオーウイル株式会

社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はあ

りません。

・監査役加藤周二氏は、株式会社マコトの取締役会長及び保土谷化学工

業株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の

関係はありません。

－ 14 －

会社役員の状況
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ロ．当事業年度における主な活動状況

活 動 状 況

取締役 石 川 重 明

平成27年６月26日就任以降、当事業年度に開催された取締役

会10回のうち９回に出席いたしました。長年にわたる行政機

関等での経験に基づく専門知識と識見及び、弁護士としての

豊富な経験と法律やコンプライアンスに関する高度な知見に

より、経営から独立した客観的な立場で、取締役会の意思決

定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っておりま

す。

監査役 霞 　 信 彦

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、

また、監査役会７回のうち７回に出席いたしました。長年に

わたり大学・研究機関において、法務の研究に取り組み、そ

の経験を通じて培った高い専門家としての学識・経験に基づ

き、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための

発言を行っております。また、監査役会において、当社のコ

ンプライアンス並びに内部監査について適宜、必要な発言を

行っております。

監査役 加 藤 周 二

当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し、

また、監査役会７回のうち７回に出席いたしました。通商産

業省（現経済産業省）及び企業役員としての豊富な経験から、

取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言

を行っております。また、監査役会において、当社のコンプ

ライアンス並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っ

ております。

ハ．責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結してお

ります。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役石川重明氏、監査

役霞　信彦氏及び加藤周二氏とも会社法第425条第１項に定める最低責

任限度額としております。

－ 15 －
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(4) 会計監査人の状況

①　名称　　　　　　　　　至誠清新監査法人
（注）至誠監査法人は平成27年10月１日付をもって、清新監査法人と合併し、名称を至誠清新監

査法人に変更しております。

②　報酬等の額

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 15百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財
産上の利益の合計額

18

（注）１．当社子会社の株式会社フジトミは、明治アーク監査法人が会計監査人となっておりま
す。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており
ます。

３．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り
の根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報
酬等の額について同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容

　該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が
あると判断した場合に、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内
容を決定いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに
該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計
監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任
後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の
理由を報告いたします。なお、監査役会は、会計監査人の継続監査年数等
を勘案しまして、再任もしくは不再任の決定を行います。

⑤　責任限定契約の内容の概要

　当社と至誠清新監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨

の規定を定款第39条に設けておりますが、責任限定契約は締結しておりま

せん。

－ 16 －
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(5)-１　業務の適正を確保するための体制

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、

その他当社の業務並びに当社及び当社の子会社から成る企業集団における業

務の適正を確保するための体制について決議した事項は、次のとおりであり

ます。

Ⅰ　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）当社及び当社グループの全役職員は、法令並びに社会の構成員として

企業人、社会人に求められる倫理や価値に基づき誠実に行動し、公正適

正な経営を実現する。

（２）取締役会は、取締役会規程によりその適切な運営が確保されている｡ 

取締役会は毎月１回開催することを原則とし、必要に応じて随時開催し

ている。取締役会により取締役間の意思疎通を図り、また、相互に業務

執行を監督するとともに、必要に応じて外部の専門家を起用することで、

法令・定款違反行為の発生を未然に防止する体制を構築している。

　取締役が他の取締役の法令・定款違反行為を発見した場合には、直ち

に監査役及び取締役会に報告し、その是正を図ることとしている。

（３）当社は監査役会設置会社であり、取締役の職務執行は、監査役会の定

める監査の方針及び分担に従い、監査対象としている。

Ⅱ　業務の適正を確保するための体制

（１）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①　取締役の職務の執行に係る情報は文書または電磁的記録により管理、

保存する体制としている。

②　文書の保存期間その他の管理は文書管理規程に、電磁的記録の保存

その他管理は情報資産管理規則により行う体制としている。

（２）損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスクの管理については、迅速かつ的確に対応すべくリスク管理規程

及び事業継続計画を整備し、事業の継続を確保するための体制を構築し

ている。

（３）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、原

則として月１回取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開

催している。

②　会社の業務執行に関わる重要事項は、事前に常務会において検討､ 

審議のうえ取締役会において執行決定を行う体制としている。

③　取締役会の決定に基づく業務執行は、組織規程、業務分掌規程によ

り、責任者及び権限の詳細について定めることとしている。

－ 17 －
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（４）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

①　コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程及び倫

理綱領を定めている。

②　法令及び社会倫理の遵守並びに内部監査のための体制として社長直

轄の組織となる内部監査室を置き、次の業務を行う。

イ．コンプライアンス体制の整備及び維持のための調査を行う。その

結果に基づき、必要に応じて各担当部署にて規則、ガイドラインの

策定､研修の実施を行う。

ロ．内部監査部門として業務の執行状況が定められた規程その他の基

準に適合しているかどうかを定期的に監査し、結果について社長に

報告するとともに執行部門にも還元し、業務執行の精度向上を図る。

③　取締役は当社における重要な法令違反その他コンプライアンスに関

する重要な事実を発見した場合には直ちに監査役及び取締役会に報告

し、是正を図る体制としている。

④　法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告

体制として、内部監査室を受領者とする社内通報窓口を設け、内部通

報制度に基づいてその運用を行っている。

（５）当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す

るための体制

①　グループ会社における業務の適正並びに子会社の取締役等及び使用

人の職務の執行が法令及び同社の定款に適合することを確保するため、

当社の役員が各会社役員等として関与し、各会社の業務執行の適正性

を確保する体制としている。また、内部監査室は子会社の内部統制監

査を実施して、リスク管理体制の有効性について評価し、その改善を

図ることとしている。

②　子会社の経営意思を尊重しつつ、重要事項は関係会社管理規程に基

づき当社に報告を求める体制としている。また、子会社との定期的な

情報交換の場を設けて、問題意識の共有化並びに対応についての効率

化を確保する体制としている。

（６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性・実

効性に関する事項

①　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、

取締役会は監査役と協議の上、補助すべき使用人を指名する体制とし

ている。

②　指名された使用人への指揮権は監査役に移譲し、取締役会の指揮命

令は受けないものとする体制としている。また、当該使用人が他部署

の職務を兼任する場合には、監査役の指示を最優先して従事しなけれ

ばならない。

－ 18 －
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（７）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役へ

の報告に関する体制、その他の監査役の監査が実効的に行われることを

確保するための体制

①　監査役は取締役会に出席し、重要な報告を受ける体制としている｡ 

また、稟議書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用

人に対して説明を求める体制としている。

②　「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限に

より、監査の実効性を確保する体制としている。

③　内部監査室及び会計監査人と密接な連携を保っており、それぞれの

監査の結果が報告される体制により、自らの監査成果の達成を図る体

制としている。

④　当社及び子会社の取締役等及び使用人等は、内部通報制度を利用し

て、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を社内通報

窓口に通報できる体制になっており、通報内容は監査役に適時報告さ

れる。通報または監査役へ報告した者が当該行為を理由に不利な取扱

いがされないよう、内部通報規程に基づき、通報者を保護する体制と

している。

（８）監査費用等の処理に係る方針

　監査役より監査費用の前払いまたは償還等の請求があった場合には、

その職務の効率性及び適正性に留意し、監査業務に支障がないよう速

やかに当該費用または債務を処理する。

（９）財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社及び当社の子会社からなる企業集団は、財務報告に係る内部統

制の基本方針に基づき、正確で信頼性のある財務報告を行う体制とし

ている。

（10）反社会的勢力排除に向けた体制

①　当社は、役職員が業務を遂行する上での基本原則である倫理綱領に

基づき、市民生活の秩序や安全に脅威を与え、企業の健全な事業活動

を妨げる反社会的勢力との取引その他一切の関係を遮断し、反社会的

勢力から不当な要求等を受けた場合には、組織全体として毅然とした

態度で対応している。

②　倫理綱領に則り、反社会的勢力排除の統括管理部門である業務部の

主導のもと、研修等の実施を通じて役職員へ周知させ、反社会的勢力

との関係断絶に対する意識の向上に努める。

③　反社会的勢力排除に向け、平素から警察や弁護士等の外部専門機関

との連携を密にして情報交換を行い、迅速に対応できる体制を構築し

ている。
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(5)-２　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社では、上記業務の適正を確保するための体制に関して、「内部統制シ

ステムの構築の基本方針」に基づき、体制の整備及びその運用に努めており

ます。当事業年度における当該体制の運用状況の概要は次のとおりです。

（１）取締役の職務執行について

　取締役会は、社外取締役１名を含む取締役４名で構成され、社外監査

役２名を含む監査役３名も出席しております。当事業年度は、臨時取締

役会２回を含む13回開催しており、各議案や各報告について、審議、業

務執行の状況等の監督や相互間の意見交換を行っております。

（２）使用人の職務執行について

　コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンス規程」及び

「倫理綱領」を定めており、使用人には、入社時に「倫理綱領」を配布

し、法令遵守を周知徹底しております。また、社長直轄である「内部監

査室」を設け、「内部監査実施要項」に基づき、各部門を定期的に監査

しております。

　法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内報告体

制として、内部監査室を受領者とする社内通報窓口を設けております。

また、外部窓口として顧問弁護士に依頼し報告を受けております。「内

部通報制度規程」に基づき、内部監査室が運用を行い、その運用状況に

ついては適時取締役会に報告しております。

（３）当社グループにおける業務の適正を確保する取組みについて

　当社グループにおいて、当社及び各子会社社長を構成員とする代表者

会議を月例で開催しており、各子会社の業務執行の計画、月次の進捗状

況等について報告を受け、助言等を行っております。

　また、当社内部監査室は、「内部監査実施要項」に基づき、各子会社

の内部統制監査を実施し、リスク管理体制の有効性について評価し、そ

の改善を促し、当該結果を当社社長に報告しております。

（４）監査役の業務執行について

　当事業年度において監査役会を７回開催しており、経営の適法性、コ

ンプライアンスに関して意見交換を行い、取締役の業務執行について厳

正な監視を行っております。また、取締役会に出席し、経営についても

適宜助言を行っております。

　監査役は、四半期ごとに会計監査人から監査、四半期レビューの概況

及び結果の報告を受けており、会計監査人との連携を密にして監査を行

っております。

(6) 会社の支配に関する基本方針

　当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す

る基本方針については、特に定めておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成28年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

委 託 者 未 収 金

売 掛 金

有 価 証 券

た な 卸 資 産

保 管 有 価 証 券

差 入 保 証 金

委 託 者 先 物 取 引 差 金

預 託 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 の 流 動 資 産

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

土 地

その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

その他の無形固定資産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 の 投 資

貸 倒 引 当 金

6,771,257

3,285,070

76,421

198,958

140,000

163,161

332,805

1,831,244

715,929

25,000

1,187

138,382

△136,902

7,111,425

4,836,497

2,350,140

2,215,962

270,394

127,017

49,111

77,906

2,147,910

1,680,291

409

602,169

△134,960

流 動 負 債 3,223,645

買 掛 金 71,994

短 期 借 入 金 50,000

1年内返済予定長期借入金 20,400

未 払 法 人 税 等 42,733

預 り 証 拠 金 2,682,146

受 入 保 証 金 136,915

そ の 他 の 流 動 負 債 219,456

固 定 負 債 603,538

長 期 借 入 金 142,200

繰 延 税 金 負 債 71,918

退 職 給 付 に 係 る 負 債 157,283

長 期 未 払 金 50,391

商 品 取 引 事 故 引 当 金 16,653

そ の 他 の 固 定 負 債 165,091

特 別 法 上 の 準 備 金 30,831

商 品 取 引 責 任 準 備 金 30,829

金融商品取引責任準備金 2

負 債 合 計 3,858,015

純 資 産 の 部

科 目 金 額

株 主 資 本 8,523,035

資 本 金 2,000,000

資 本 剰 余 金 888,445

利 益 剰 余 金 6,088,965

自 己 株 式 △454,376

その他の包括利益累計額 88,348

その他有価証券評価差額金 92,010

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △3,661

非 支 配 株 主 持 分 1,413,283

純 資 産 合 計 10,024,667

資 産 合 計 13,882,682 負 債 ・ 純 資 産 合 計 13,882,682

－ 21 －
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連 結 損 益 計 算 書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

（単位：千円）

科          目 金      額

営 業 収 益

受 取 手 数 料 1,210,640

売 買 損 益 331,222

売 上 高 1,953,178

そ の 他 の 営 業 収 益 4,899 3,499,940

売 上 原 価 1,282,261

営 業 総 利 益 2,217,679

営 業 費 用

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,370,746 2,370,746

営 業 損 失 153,067

営 業 外 収 益

受 取 利 息 15,062

受 取 配 当 金 40,272

貸 倒 引 当 金 戻 入 3,523

そ の 他 10,925 69,783

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,667

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 20,918

そ の 他 2,607 26,193

経 常 損 失 109,478

特 別 利 益

商 品 取 引 責 任 準 備 金 戻 入 21,000

投 資 有 価 証 券 売 却 益 124,261

厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 損 戻 入 58,238

そ の 他 11,729 215,229

特 別 損 失

商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 916

金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金 繰 入 2

固 定 資 産 売 却 除 却 損 10,194

投 資 有 価 証 券 売 却 損 18,185

事 業 構 造 改 善 費 用 145,047

退 職 特 別 加 算 金 217,145

貸 倒 引 当 金 繰 入 208,435

そ の 他 21,000 620,927

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 515,176

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 55,836

法 人 税 等 調 整 額 690 56,527

当 期 純 損 失 571,703

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 8,066

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 563,637

－ 22 －
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連結株主資本等変動計算書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成27年４月１日期首残高 2,000,000 888,445 6,676,214 △454,376 9,110,283

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △23,610 △23,610

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△563,637 △563,637

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － △587,248 － △587,248

平成28年３月31日期末残高 2,000,000 888,445 6,088,965 △454,376 8,523,035

その他の包括利益累計額

非 支 配 株 主
持 分

純 資 産
合 計

そ の 他 有
価 証 券 評
価 差 額 金

繰 延 ヘ ッ ジ
損 益

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

平成27年４月１日期首残高 303,624 － 303,624 1,474,752 10,888,661

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △23,610

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△563,637

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

△211,614 △3,661 △215,276 △61,469 △276,745

連結会計年度中の変動額合計 △211,614 △3,661 △215,276 △61,469 △863,993

平成28年３月31日期末残高 92,010 △3,661 88,348 1,413,283 10,024,667

－ 23 －

連結株主資本等変動計算書
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貸　借　対　照　表

（平成28年３月31日現在）
（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

関 係 会 社 短 期 貸 付 金

未 収 入 金

そ の 他 の 流 動 資 産

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

土 地

その他の有形固定資産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 差 入 保 証 金

長 期 貸 付 金

そ の 他 の 投 資

貸 倒 引 当 金

2,096,408

1,941,942

939

6,682

120,000

24,671

2,665

△494

6,066,101

3,781,471

1,963,319

1,715,962

102,189

2,284,629

1,102,232

1,156,624

5,150

20,622

550

△550

流 動 負 債 41,792

1年以内返済予定長期借入金 20,400

未 払 金 4,804

未 払 費 用 2,387

未 払 法 人 税 等 3,369

そ の 他 の 流 動 負 債 10,830

固 定 負 債 405,662

長 期 借 入 金 142,200

繰 延 税 金 負 債 70,733

退 職 給 付 引 当 金 12,707

商 品 取 引 事 故 引 当 金 16,653

そ の 他 の 固 定 負 債 163,367

負 債 合 計 447,454

純 資 産 の 部

科 目 金 額

株 主 資 本 7,558,445

資 本 金 2,000,000

資 本 剰 余 金 887,445

資 本 準 備 金 887,445

利 益 剰 余 金 5,125,376

利 益 準 備 金 360,000

そ の 他 利 益 剰 余 金 4,765,376

別 途 積 立 金 4,670,000

繰 越 利 益 剰 余 金 95,376

自 己 株 式 △454,376

評 価 ・ 換 算 差 額 等 156,609

その他有価証券評価差額金 160,271

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △3,661

純 資 産 合 計 7,715,054

資 産 合 計 8,162,509 負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,162,509

－ 24 －

貸借対照表
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損　益　計　算　書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

（単位：千円）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　額

営 業 収 益

売 上 高 256,767

関 係 会 社 事 務 代 行 収 益 3,000

関 係 会 社 受 取 配 当 金 24,012 283,780

売 上 原 価 145,746

営 業 総 利 益 138,033

営 業 費 用

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 295,144 295,144

営 業 損 失 157,110

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,443

受 取 配 当 金 28,451

貸 倒 引 当 金 戻 入 150

そ の 他 727 32,772

営 業 外 費 用

支 払 利 息 2,437

そ の 他 712 3,150

経 常 損 失 127,488

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 40,795

厚 生 年 金 基 金 代 行 返 上 損 戻 入 22,130

連 結 納 税 個 別 帰 属 額 調 整 益 33,112 96,038

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 売 却 損 110

関 係 会 社 清 算 損 187,211

連 結 納 税 個 別 帰 属 額 調 整 損 23,876 211,198

税 引 前 当 期 純 損 失 242,647

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △9,911

当 期 純 損 失 232,736

－ 25 －

損益計算書
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株主資本等変動計算書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金
資本剰余金
合 計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰越利益
剰 余 金

平成27年４月１日期首残高 2,000,000 887,445 887,445 360,000 4,670,000 351,723 5,381,723 △454,376 7,814,792

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩

剰余金の配当 △23,610 △23,610 △23,610

当 期 純 損 失 △232,736 △232,736 △232,736

自己株式の取得

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額(純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － － － － △256,347 △256,347 － △256,347

平成28年３月31日期末残高 2,000,000 887,445 887,445 360,000 4,670,000 95,376 5,125,376 △454,376 7,558,445

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ損益
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成27年４月１日期首残高 324,538 － 324,538 8,139,331

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩

剰余金の配当 △23,610

当 期 純 損 失 △232,736

自己株式の取得

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額(純 額 )

△164,267 △3,661 △167,928 △167,928

事業年度中の変動額合計 △164,267 △3,661 △167,928 △424,276

平成28年３月31日期末残高 160,271 △3,661 156,609 7,715,054

－ 26 －

株主資本等変動計算書
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年５月19日

株 式 会 社 小 林 洋 行

取 締 役 会 御 中

至 誠 清 新 監 査 法 人

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 吉 原 　 浩 ㊞

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 浅 井 清 澄 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社小林洋行の平成27年４月１
日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している｡

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、株式会社小林洋行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以　上

－ 27 －

連結計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成28年５月19日

株 式 会 社 小 林 洋 行
取 締 役 会 御 中

至 誠 清 新 監 査 法 人

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 吉 原 　 浩 ㊞

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 浅 井 清 澄 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社小林洋行の平成27年
４月１日から平成28年３月31日までの第69期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行
った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している｡

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

　以　上

－ 28 －

計算書類に係る会計監査報告
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第69期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、監査計画等に基づき、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方
針、監査計画等に基づき、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以
下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職
務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査いたしまし
た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社か
ら成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する
取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用
の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している
かを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監
査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備してい
る旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結
損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い
たしました。

－ 29 －

監査役会の監査報告
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２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及

び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ

ん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人である至誠清新監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人である至誠清新監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

平成28年５月20日

株式会社小林洋行　監査役会

常 勤 監 査 役 奥 田 啓 二 ㊞

社 外 監 査 役 霞 　 信 彦 ㊞

社 外 監 査 役 加 藤 周 二 ㊞

以　上

－ 30 －

監査役会の監査報告
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　剰余金処分の件

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識し、

今後の事業展開のために必要な内部留保の充実及び業績などを総合的に勘案し、

安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

　これらの基本方針に基づき、当期の期末配当につきましては、次のとおりと

させていただきたいと存じます。

①　配当財産の種類

　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金２円50銭といたしたいと存じます。また、こ

の場合の配当総額は23,610,995円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日

　平成28年６月30日といたします。

－ 31 －

剰余金処分議案
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第２号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

(1) 当社は、取締役会の監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンス

のより一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社に移行いたします。

これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び

監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の

削除等を行います。

(2) 経営環境の変化から現行の事業規模に合わせ、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）の員数を減員し、現行定款の第19条（取締役の員数）

の変更を行うものであります。

(3) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、取締

役会の決議により重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任

することができる規定である第27条（取締役への重要な業務執行の決定の

委任）を新設いたします。

　なお、本議案における定款変更については、本総会終結の時をもって効

力が発生するものといたします。

２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。
（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款 変 更 案

第１条～第３条 （条文省略） 第１条～第３条 （現行どおり）

（機関） （機関）

第４条　当会社は、株主総会および取締役の

ほか、次の機関を置く。

第４条　当会社は、株主総会および取締役の

ほか、次の機関を置く。

（1）取締役会 （1）取締役会

（2）監査役 （2）監査等委員会

（3）監査役会 （削　除）

（4）会計監査人 （3）会計監査人

第５条～第18条 （条文省略） 第５条～第18条 （現行どおり）

第４章　取締役および取締役会 第４章　取締役および取締役会

ならびに監査等委員会

（取締役の員数） （取締役の員数）

第19条　当会社の取締役は、15名以内とす

る。

第19条　当会社の取締役（監査等委員である

取締役を除く。）は、８名以内とする。

（新　設） 　２．当会社の監査等委員である取締役は、

４名以内とする。

－ 32 －

定款一部変更議案
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現 行 定 款 変 更 案

（取締役の選任方法） （取締役の選任方法）

第20条　取締役は、株主総会において選任す

る。

第20条　取締役は、監査等委員である取締役

とそれ以外の取締役とを区別して、株

主総会において選任する。

　２．　　　　 （条文省略） 　２．　　　　 （現行どおり）

　３．　　　　 （条文省略） 　３．　　　　 （現行どおり）

（取締役の任期） （取締役の任期）

第21条　取締役の任期は、選任後２年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までと

する。

第21条　取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の任期は、選任後１年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までと

する。

（新　設） 　２．監査等委員である取締役の任期は、選

任後２年以内に終了する事業年度のう

ち最終のものに関する定時株主総会の

終結の時までとする。

　２．増員または補欠として選任された取締

役の任期は、在任取締役の任期の満了

する時までとする。

　３．増員または補欠として選任された取締

役（監査等委員である取締役を除

く。）の任期は、在任取締役の任期の

満了する時までとする。

（新　設） 　４．任期の満了前に退任した監査等委員で

ある取締役の補欠として選任された監

査等委員である取締役の任期は、退任

した監査等委員である取締役の任期の

満了する時までとする。

（代表取締役および役付取締役） （代表取締役および役付取締役）

第22条　取締役会は、その決議によって代表

取締役を選定する。

第22条　取締役会は、その決議によって取締

役（監査等委員である取締役を除

く。）の中から代表取締役を選定す

る。

　２．取締役会は、その決議によって取締役

会長、取締役社長各１名、取締役副社

長、専務取締役、常務取締役各若干名

を定めることができる。

　２．取締役会は、その決議によって取締役

（監査等委員である取締役を除く。）

の中から取締役会長、取締役社長各１

名、取締役副社長、専務取締役、常務

取締役各若干名を定めることができ

る。

第23条　　　　 （条文省略） 第23条　　　　 （現行どおり）

－ 33 －

定款一部変更議案
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現 行 定 款 変 更 案

（取締役会の招集通知） （取締役会の招集通知）

第24条　取締役会の招集通知は、会日の３日

前までに各取締役および各監査役に対

して発する。ただし、緊急の必要があ

るときは、この期間を短縮することが

できる。

第24条　取締役会の招集通知は、会日の３日

前までに各取締役に対して発する。た

だし、緊急の必要があるときは、この

期間を短縮することができる。

　２．取締役および監査役の全員の同意があ

るときは、招集の手続きを経ないで取

締役会を開催することができる。

　２．取締役全員の同意があるときは、招集

の手続きを経ないで取締役会を開催す

ることができる。

（常勤の監査等委員）

（新　設） 第25条　監査等委員会は、その決議によって

常勤の監査等委員を選定することがで

きる。

（監査等委員会の招集通知）

（新　設） 第26条　監査等委員会の招集通知は、会日の

３日前までに各監査等委員に対して発

する。ただし、緊急の必要があるとき

は、この期間を短縮することができ

る。

　２．監査等委員全員の同意があるときは、

招集の手続きを経ないで監査等委員会

を開催することができる。

（取締役への重要な業務執行の決定の委任）

（新　設） 第27条　当会社は、会社法第399条の13第６項

の規定により、取締役会の決議によっ

て、重要な業務執行（同条第５項各号

に掲げる事項を除く。）の決定の全部

または一部を取締役に委任することが

できる。

第25条～第26条 （条文省略） 第28条～第29条 （現行どおり）

（監査等委員会規程）

（新　設） 第30条　監査等委員会に関する事項は、法令

または本定款のほか、監査等委員会に

おいて定める監査等委員会規程によ

る。

－ 34 －

定款一部変更議案
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現 行 定 款 変 更 案

（取締役の報酬等） （取締役の報酬等）

第27条　取締役の報酬、賞与その他の職務執

行として当会社から受ける財産上の利

益（以下、「報酬等」という。）は、

株主総会の決議によって定める。

第31条　取締役の報酬、賞与その他の職務執

行として当会社から受ける財産上の利

益は、監査等委員である取締役とそれ

以外の取締役とを区別して、株主総会

の決議によって定める。

第28条　　　　 （条文省略） 第32条　　　　 （現行どおり）

第５章　監査役および監査役会 （削　除）

（監査役の員数）

第29条　当会社の監査役は、４名以内とす

る。

（削　除）

（監査役の選任方法）

第30条　監査役は、株主総会において選任す

る。

（削　除）

　２．監査役の選任決議は、議決権を行使す

ることができる株主の議決権の３分の

１以上を有する株主が出席し、その議

決権の過半数をもって行う。

（削　除）

　３．当会社は、会社法第329条第３項の規定

に基づき、法令に定める監査役の員数

を欠くこととなる場合に備えて、株主

総会において補欠監査役を選任するこ

とができる。

（削　除）

　４．前項の補欠監査役の選任に係る決議が

効力を有する期間は、当該決議後４年

以内に終了する最終の事業年度に関す

る定時株主総会の開始の時までとす

る。

（削　除）

（監査役の任期）

第31条　監査役の任期は、選任後４年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時株主総会の終結の時までと

する。

（削　除）

－ 35 －

定款一部変更議案
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現 行 定 款 変 更 案

　２．任期の満了前に退任した監査役の補欠

として選任された監査役の任期は、退

任した監査役の任期の満了する時まで

とする。ただし前条第３項により選任

された補欠監査役が監査役に就任した

場合は、当該補欠監査役としての選任

後４年以内に終了する最終の事業年度

に関する定時株主総会の終結の時を超

えることができないものとする。

（削　除）

（常勤の監査役）

第32条　監査役会は、その決議によって常勤

の監査役を選定する。

（削　除）

（監査役会の招集通知）

第33条　監査役会の招集通知は、会日の３日

前までに各監査役に対して発する。た

だし、緊急の必要があるときは、この

期間を短縮することができる。

（削　除）

　２．監査役全員の同意があるときは、招集

の手続きを経ないで監査役会を開催す

ることができる。

（削　除）

（監査役会規程）

第34条　監査役会に関する事項は、法令また

は本定款のほか、監査役会において定

める監査役会規程による。

（削　除）

（監査役の報酬等）

第35条　監査役の報酬等は、株主総会の決議

によって定める。

（削　除）

（監査役の責任免除）

第36条　当会社は、会社法第426条第１項の規

定により、任務を怠ったことによる監

査役（監査役であった者を含む。）の

損害賠償責任を、法令の限度におい

て、取締役会の決議によって免除する

ことができる。

（削　除）

－ 36 －

定款一部変更議案
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現 行 定 款 変 更 案

　２．当会社は、会社法第427条第１項の規定

により、監査役との間に、任務を怠っ

たことによる損害賠償責任を限定する

契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく責任の限度額

は、会社法第425条第１項が定める最低

責任限度額とする。

（削　除）

第６章　会計監査人 第５章　会計監査人

第37条～第39条 （条文省略） 第33条～第35条 （現行どおり）

第７章　計　算 第６章　計　算

第40条～第43条 （条文省略） 第36条～第39条 （現行どおり）

（新　設） 附　則

（監査役の責任免除に関する経過措置）

　当会社は、第69回定時株主総会において決

議された定款一部変更の効力発生時以前の行

為に関し、会社法第426条第１項の規定によ

り、任務を怠ったことによる監査役（監査役

であった者を含む。）の損害賠償責任を、法

令の限度において、取締役会の決議によって

免除することができる。

－ 37 －

定款一部変更議案
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第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監
査等委員会設置会社に移行し、取締役全員（４名）は、定款変更の効力発生の時を
もって任期満了により退任となります。
　つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名の選任をお願い
いたしたいと存じます。本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」が効力発生す
ることを条件として、効力を生じるものといたします。
　当社の取締役候補者選任に関する方針は、当社の経営理念及び経営戦略に基づ
き、その経験や見識、専門性などを総合的に評価・判断して選定しております。
　取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

１
ほ そ が ね し げ み つ

細 金 成 光
（昭和38年９月５日）

平成３年１月　当社入社

平成９年６月　取締役

平成12年12月　常務取締役

平成13年12月　国際・情報本部長

平成15年４月　金融事業本部長

平成18年６月　専務取締役

平成19年７月　代表取締役専務取締役

平成20年６月　代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社小林洋行コミュニケーションズ

代表取締役社長

株式会社三新電業社取締役会長

看板資材株式会社取締役

282,828株

２
だ い ま る な お き

大 丸 直 樹
（昭和23年７月25日）

平成12年４月　株式会社あさひ銀行

（現株式会社りそな

銀行）より当社に出向

平成13年４月　執行役員総務部長

平成13年10月　当社入社

平成14年７月　執行役員業務本部長

平成19年６月　取締役

平成22年４月　総務部長

平成25年７月　常務取締役（現任）

平成27年３月　経営企画室長（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社三新電業社代表取締役社長

看板資材株式会社代表取締役社長

13,000株

－ 38 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

３
わ た な べ ひ ろ し

渡 辺 　 宏
（昭和35年５月17日）

昭和59年４月　当社入社

平成20年８月　経理部長

平成27年３月　執行役員業務部長

平成27年６月　取締役業務部長（現任）

（重要な兼職の状況）

株式会社日本ゴルフ倶楽部取締役

株式会社三新電業社監査役

株式会社小林洋行コミュニケーションズ監査役

3,000株

（注）各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 39 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）選任議案
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第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、

監査等委員会設置会社に移行いたします。

　つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存

じます。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」が効力発生することを条件とし

て、効力を生じるものといたします。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

１
い し か わ し げ あ き

石 川 重 明
（昭和19年７月21日）

昭和43年３月　警察庁入庁

平成５年８月　茨城県警察本部長

平成７年２月　警視庁刑事部長

平成９年１月　神奈川県警本部長

平成10年８月　関東管区警察局長

平成11年８月　警察庁官房長

平成14年８月　警視総監

平成16年２月　財団法人日本交通情報

センター理事長

平成20年１月　本間合同法律事務所

弁護士（現任）

平成20年４月　東京電力株式会社顧問

平成21年６月　丸紅株式会社社外取締役

平成22年６月　第一三共株式会社社外監査役

平成27年６月　株式会社タムラ製作所

社外取締役（現任）

平成27年６月　当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

本間合同法律事務所弁護士

株式会社タムラ製作所社外取締役

－

－ 40 －

監査等委員である取締役選任議案
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当
社の株式数

２
か す み の ぶ ひ こ

霞 　 信 彦
（昭和26年７月16日）

昭和59年４月　慶應義塾大学法学部

助教授

平成元年４月　慶應義塾大学法学部

教授（現任）

平成20年６月　当社社外監査役（現任）

（重要な兼職の状況）

慶應義塾大学法学部教授

オーウイル株式会社社外監査役

－

３
か と う し ゅ う じ

加 藤 周 二
（昭和28年１月10日）

昭和50年４月　通商産業省（現経済産

業省）入省

平成７年６月　国土庁長官官房参事官

平成９年５月　通商産業省大臣官房

付(退官)

平成９年12月　社団法人国際経済政策調

査会主任エコノミスト

平成11年５月　社団法人国際経済政

策調査会理事

　　　　　　　財団法人日本立地セン

ター特別客員研究員

平成13年12月　株式会社フューチャー・エコロ

ジー代表取締役社長

平成15年11月　株式会社ビックカメラ取締役

平成22年２月　株式会社ビックカメラ取締役

ＣＳＲＯ兼内部統制室長

平成23年11月　株式会社ビックカメラ顧問

平成25年６月　保土谷化学工業

社外取締役（現任）

平成25年６月　当社社外監査役（現任）

平成25年７月　株式会社マコト

取締役会長（現任）

（重要な兼職の状況）

保土谷化学工業株式会社社外取締役

株式会社マコト取締役会長

－

－ 41 －

監査等委員である取締役選任議案
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（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．石川重明氏、霞　信彦氏及び加藤周二氏は、社外取締役候補者であ

ります。
(1)石川重明氏を社外取締役候補者とした理由は、行政機関等での経験

に基づく、専門知識と識見を当社の経営に反映していただくため、
また弁護士としての豊富な経験と法律やコンプライアンスに関する
高度な知見による経営全般に対する提言を期待するためであります。
なお、同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の
方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由によ
り、監査等委員である社外取締役として、その職務を適切に遂行で
きるものと判断しております。

(2)霞　信彦氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は長年にわたっ
て大学・研究機関において法務の研究に取り組み、その経験を通じ
て培った高い専門家としての学識・経験に基づく見識を当社の監査
に反映していただきたいためです。なお、同氏は過去に社外取締役
または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経
験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締
役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

(3)加藤周二氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は通商産業省（現
経済産業省）及び経営者として豊富な経験と幅広い見識を有してお
り、その経験を監査等委員である社外取締役として、外部の視点を
持って経営の監視や適切な助言をいただきたいためであります。

３．石川重明氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役と
しての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。

４．霞　信彦氏の戸籍上の氏名は、前嶋信彦であります。
５．当社は、石川重明氏、霞　信彦氏及び加藤周二氏との間で会社法第

427条第１項の規定に基づく、同法第425条第１項に定める最低責任
限度額を限度とした同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する
契約を締結しております。また、各氏の選任が承認された場合には、
改めて当該契約を締結する予定であります。

６．石川重明氏、霞　信彦氏及び加藤周二氏は東京証券取引所の定めに
基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に
届け出ております。各氏の選任が承認された場合には、改めて独立
役員として届け出る予定であります。

－ 42 －

監査等委員である取締役選任議案
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第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、

監査等委員会設置会社に移行いたします。

　つきましては、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことにな

る場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたい

と存じます。

　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」が効力発生することを条件とし

て、効力を生じるものといたします。

　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

ふ り が な

氏 名
（生年月日）

略 歴
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社の
株 式 数

に し だ あ き ら

西 田 　 章
（昭和47年４月12日）

平成11年４月　長島・大野法律事務所弁護士（現

長島・大野・常松法律事務所）

平成14年９月　経済産業省　出向

平成16年７月　日本銀行　出向

平成18年11月　西田法律事務所弁護士（現任）

平成19年５月　西田法務研究所（現任）

平成22年６月　株式会社ビジネスプランニング

フォーラム社外監査役（現任）

（重要な兼職の状況）

西田法律事務所弁護士

西田法務研究所

株式会社ビジネスプランニングフォーラム

社外監査役

－

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．西田　章氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３．西田　章氏を補欠の社外取締役候補者とした理由は、弁護士として

の長年にわたる豊富な経験による法律やコンプライアンスに関する
専門知識と識見を当社の経営に反映していただくことを期待したた
めであります。なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役
となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありません
が、上記の理由により、社外取締役に就任した場合には、社外取締
役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

４．西田　章氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法
第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任
を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害
賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額
といたします。

－ 43 －

補欠の監査等委員である取締役選任議案
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第６号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の決定の件

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が承認可決されますと、監査等委

員会設置会社に移行いたします。

　当社の取締役の報酬額は、平成19年６月28日開催の第60回定時株主総会にお

いて、年額360百万円以内と決議いただき今日に至っておりますが、監査等委員

会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに監査等委員以外の取

締役の報酬額を定めることとし、その報酬額を、これまでの取締役の報酬額及

び昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額150百万円以内とさせていただ

きたいと存じます。

　なお、監査等委員以外の取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分

給与は含まないものといたしたいと存じます。

　現在の取締役は４名（うち社外取締役１名）であり、本議案に係る監査等委

員以外の取締役の員数は、第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認可決さ

れますと、３名（うち社外取締役０名）となります。

　なお、本議案は、第２号議案に係る定款変更の効力が発生することを条件と

して発生するものといたします。

第７号議案　監査等委員である取締役の報酬額の決定の件

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が承認可決されますと、監査等委

員会設置会社に移行いたします。

　つきましては、昨今の経済情勢等諸般の事情も考慮して、監査等委員である

取締役の報酬額を年額30百万円以内とさせていただきたいと存じます。

　本議案に係る監査等委員である取締役の員数は、第２号議案及び第４号議案

が原案どおり承認可決されますと３名となります。

　なお、本議案は、第２号議案に係る定款変更の効力が発生することを条件と

して発生するものといたします。

以　上

－ 44 －

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の決定議案、監査等委員である取締役の報酬額の決定議
案
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株主総会会場ご案内図

会　場　　東京都墨田区横網一丁目６番１号
ＫＦＣビル（３階　ＫＦＣ Ｈａｌｌ Ａｎｎｅｘ）
（国際ファッションセンター）
電話（03）5610－5801

同愛記念
病院

安田学園

西口

東口
至秋葉原

両国中学校 日大
一中・一高

都営大江戸線
両国駅

清
澄
通
り

同愛記念
病院

安田学園

蔵前橋通り

至上野御徒町

横網町公園

旧安田庭園

両国国技館

西口

ＪＲ両国駅

東口
至秋葉原

京葉道路

至門前仲町

パン屋

至錦糸町

江戸東京博物館

両国中学校 日大
一中・一高

両国駅
Ａ１出口

都営大江戸線
両国駅

国際ファッションセンタービル
KFC HALL／第一ホテル両国

清
澄
通
り

赤
レ
ン
ガ
歩
道

隅
田
川

首
都
高
速
６
号
線

○交通
・地下鉄大江戸線……両国駅下車「Ａ１」出入口に直結。
・ＪＲ総武線…………両国駅下車

東口改札より改札出て左折。線路沿い直進し、つき
あたり（清澄通り）を左折。徒歩約７分。
西口改札より両国国技館・江戸東京博物館の間の歩
行者道路（赤レンガ）に沿って徒歩約７分。

地図




